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平成28年度 国民健康保険料率

区 分 算 定 基 礎 医 療 分 後期高齢者
支援金分 介 護 分

所得割
平成27年中の
基準総所得金
額に対して

9.5％ 2.9％ 2.5％

均等割 被保険者
1人あたり 27,120円 8,400円 8,880円

平等割 1世帯あたり 20,760円 6,360円 5,040円

賦課限度額 54万円 19万円 10万円

平
成
28
年
度 

国
民
健
康
保
険
料
率

賦
課
限
度
額
が
改
定
さ
れ
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
み
な

さ
ん
の
医
療
費
を
保
険
料
な
ど
で
負

担
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に

よ
り
保
険
料
率
が
据
え
置
き
と
な
り

ま
し
た
が
、
１
人
当
た
り
の
医
療
費

が
増
え
続
け
る
状
況
や
法
令
改
正
に

よ
り
、
医
療
分
の
賦
課
限
度
額
を

52
万
円
か
ら
54
万
円
に
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
の
賦
課
限
度
額
を
17
万

円
か
ら
19
万
円
に
引
き
上
げ
ま
し

た
。
負
担
保
険
料
を
抑
え
る
た
め
に

も
、今
後
も
健
康
維
持
に
気
を
配
り
、

医
療
費
を
大
切
に
使
う
よ
う
、
ご
理

解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
介
護
分
保
険
料
】

　

40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
は
介
護

保
険
第
2
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介

護
分
保
険
料
が
あ
わ
せ
て
賦
課
さ
れ

ま
す
。

※
6
月
以
降
に
40
歳
に
到
達
す
る
人

は
、
40
歳
到
達
月
の
翌
月
に
介
護
分

保
険
料
が
加
算
さ
れ
、
納
付
す
る
保

険
料
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

来
年
3
月
ま
で
に
65
歳
に
到
達
す

る
場
合
は
、
到
達
月
の
前
月
ま
で
の

介
護
分
保
険
料
を
10
回
の
納
期
に
分

割
し
納
付
通
知
書
に
含
め
て
い
ま
す
。

■
納
付
通
知
書
を
6
月
中
旬
に
送
付

【
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）】

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合

は
、
原
則
と
し
て
世
帯
主
の
年
金
か

ら
保
険
料
を
天
引
き
し
ま
す
。

対
象
条
件

●
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入
者

で
今
年
度
中
に
75
歳
に
到
達
し
な
い

●
平
成
28
年
4
月
1
日
現
在
、
国
民

健
康
保
険
加
入
者
が
全
員
65
歳
以
上

75
歳
未
満
の
世
帯
で
あ
る

●
世
帯
主
（
納
付
義
務
者
）
の
特
別

徴
収
対
象
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
国
民
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険

料
の
合
算
額
が
特
別
徴
収
対
象
年
金

額
の
2
分
の
1
を
超
え
な
い

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
年
金
の
合
計
が
年
額
18
万
円

以
上
で
も
特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
別
徴
収

対
象
で
も
介
護
保
険
料
の
決
定
に
よ

り
、
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
普
通
徴
収
】

　

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
し
ま

す
。
納
期
は
6
月
〜
翌
年
3
月
の
各

月
（
全
10
回
）
で
す
。
全
納
と
各
期

別
の
納
付
書
（
単
票
式
）
を
納
付
通

知
書
に
同
封
し
て
い
ま
す
。
納
付
前

に
全
納
分
か
各
期
分
か
を
確
認
し
、

必
ず
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
で
納
付
し
て
い
る
場
合

は
、
指
定
口
座
の
残
高
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付

■
納
付
は
必
ず
納
期
限
内
に

　

保
険
料
の
納
付
が
納
期
限
を
過
ぎ

る
と
、
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
を
あ

わ
せ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、

納
期
限
ま
で
に
納
め
た
人
と
の
公
平

を
保
つ
た
め
、
や
む
を
得
ず
、
滞
納

し
て
い
る
人
の
財
産
（
不
動
産
・
預

貯
金
・
給
料
な
ど
）
を
調
査
し
、
差

し
押
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
保
険

料
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
便
利
な
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

保
険
料
を
年
金
か
ら
差
し
引
い
て

納
付
し
て
い
る
人
以
外
は
、
原
則
、

口
座
振
替
で
の
納
付
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料

の
納
付
は
、
残
高
確
認
を
し
て
お
け

ば
納
付
時
に
金
融
機
関
な
ど
に
行
く

必
要
が
な
く
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

ま
た
、
保
険
料
の
還
付
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
口
座
へ
の
振
込
で
還

付
し
ま
す
の
で
、
還
付
の
た
び
に
申

請
や
来
庁
の
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
保
年
金
課
窓
口
で
は
、
専
用
端

末
機
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し

暗
証
番
号
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口

座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。（
大

阪
泉
州
農
業
協
同
組
合
、
近
畿
労
働

金
庫
は
除
く
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
カ
ー
ド

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
納
付
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

特
別
な
事
情
で
納
期
限
内
に
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、
分
割

で
の
納
付
な
ど
が
で
き
ま
す
。ま
た
、

事
情
に
よ
り
減
免
さ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
料
が

コ
ン
ビ
ニ
で
納
付
で
き
ま
す

　

バ
ー
コ
ー
ド
付
の
納
付
書
で
あ
れ

ば
、
納
付
書
裏
面
に
記
載
し
た
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
、
曜
日
や
時

間
を
気
に
せ
ず
に
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
次
の
よ
う
な
納
付
書
は

コ
ン
ビ
ニ
で
利
用
で
き
ま
せ
ん
】

●
バ
ー
コ
ー
ド
が
無
い

●
金
額
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

●
傷
み
や
汚
れ
な
ど
で
バ
ー
コ
ー
ド

が
読
み
取
れ
な
い

●
1
枚
の
金
額
が
30
万
円
を
超
え
て

い
る

※
こ
れ
ら
の
納
付
書
で
納
め
る
場
合

は
、
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
市
役
所

の
窓
口
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
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この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-242-7997）へ

広　

告

広

告

国民年金の任意加入
　日本に住む20歳以上60歳未満の人（60歳未満の老齢・退職年金の受給権者除く）は、国民年金に加入し保
険料を40年間納めることで満額の老齢基礎年金を65歳から受給できます。
　しかし、国民年金に加入しなかった期間・保険料を納め忘れた期間・免除された期間があるために、満額の
老齢基礎年金（平成28年度780,100円）を受けることができない人や、年金を受けるための必要な期間（＊）
を満たしていない人で、次のいずれかに該当する場合は申請日から任意加入することができます。
①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満　※老齢基礎年金の「繰上げ支給」を受けている人は除く
②60歳未満の老齢（退職）年金受給者
③海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
④日本国内に住んでいる65歳以上70歳未満
⑤海外に住んでいる65歳以上70歳未満の日本人
※④⑤については昭和40年4月1日以前に生まれ、老齢（退職）年金を受けるために必要な期間
を満たしていない人に限る
必要なもの　年金手帳（または基礎年金番号通知書）、預貯金通帳と届出印（任意加入時の保険料
の納付方法は原則口座振替）
※戸籍謄本などが必要な場合もあります。詳しくは問い合わせてください。

（＊）必要な期間…保険料を納めた期間と免除（一部免
除は納付期間）された期間を合計して原則25年以上

　　　　　　　泉佐野市国民健康保険加入のみなさんへ
特定健康診査を受けましょう！

（健康マイレージ対象　40～74歳は必須項目）
　特定健康診査を受診して自分の健康状態を知り、生活習慣病予防に役立てましょう。5月中旬頃、対象
者に特定健康診査を無料で受診できる受診券を郵送しています。
※国民健康保険の資格を喪失した人、今年度中に人間ドックを受診した（受診予定含む）人は受診でき
ません。また、受診券の紛失や届かない場合は、問い合わせてください。
期間　受診券が届いた日～来年3月31日
対象　40～74歳の本市国民健康保険加入者
受診機関　受診券と同封の 一覧表にある医療
機関（医療機関への予約が必要）
持ち物　国民健康保険証、特定健康診査受診
券、前年度の健診結果（受けた人のみ）

健診日（午前） 特定健診とセットできる検診

7月22日㈮ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん

26日㈫ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

29日㈮

結核・肺がん、胃がん、大腸がん

8月28日㈰

9月21日㈬

23日㈮

27日㈫

30日㈮ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん
※午後：乳がん

10月28日㈮

結核・肺がん、胃がん、大腸がん30日㈰

＊11月  1日㈫

来年1月27日㈮ 結核・肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん

29日㈰
結核・肺がん、胃がん、大腸がん

31日㈫

健診場所　保健センター（＊11月1日のみ泉
佐野漁業協同組合 新町2丁目5187-101）
申込　6月10日㈮～来年1月24日㈫の午前8時
30分～午後7時（日曜日、祝日、12月29日
㈭～来年1月3日㈫除く）にフリーダイヤル
0120-611-007 聴覚障害者用Fax072-800-
7152へ
※健診日は右の表を参照。特定健診のみの受診も
可。定員になり次第受付終了です。申込期間終了
後の予約変更・キャンセルも申込時のフリーダイ
ヤルへ
　申込初日は、電話がつながりにくい場合があり
ますので、ご了承ください。
問合先　国保年金課

集団健診
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6月8日㈬に市・府民税の納税通知書を送付します
問合先　税務課　　

　納期限までに金融機関（銀行・農協・郵便局など）、
コンビニエンスストア、市役所などで納付してくださ
い。（年税額の一括納付もできます）
　口座振替を利用している場合は、指定口座の残額確
認をお願いします。（領収書は送付しませんので、通
帳を記帳し確認してください）
【納期限内に納めましょう】
　納期限までに納税しない場合は、本来納めるべき税
額のほかに延滞金をあわせて納めていただくことにな
ります。必ず期限内に納めてください。
【納め忘れのない口座振替をご利用ください】
　新たに口座振替を希望する人は、通知書に同封の申
込書を利用してください。（期別納付2期分から利用で
きます。期限までに申し込んでください）
◆市・府民税の納め方
【普通徴収】
　事業所得者、年金所
得者、会社を退職した
人などが金融機関など
で納税する方法です。
納税通知書により、6・
8・10・12月（4回 ）
に分けて納めます。
【給与からの特別徴収】
　給与支払者（勤務先）が給与支払時に引き落とした税
金を、給与所
得者にかわり
市に納入する
納税方法です。
6月～翌年5月
の12ヵ月で徴
収します。
【公的年金からの特別徴収（引き落とし）】
　年金支払者（日本年金機構など）が年金から引き落
として市へ納入します。
対象　今年4月1日現在、65歳以上で老齢基礎年金など
の受給者
※老齢基礎年金額が18万円未満の人や特別徴収税額未
満の人は対象外

■特別徴収される税額
　公的年金に係る所得に対する市・府民税の所得割額
および均等割額
※給与所得・事業所得などに係る市・府民税は、引き
落とし対象外
■特別徴収の方法
●今年度（新たに対象となった年度）…年税額の4分の1
ずつを6・8月に納付書で納付し、残りの年税額の3分の1
ずつを10・12月、翌年2月の年金から引き落とします。
●2年目以降…2月に引き落とした税額と原則、同じ税額
を4・6・8月の年金から引き落とし（仮徴収）します。本
年度の年税額から仮徴収した税額を差し引いた残りの3分
の1ずつを10・12月、翌年2月の年金から引き落とします。
※来年4月から、特別徴収の方法が変更されます。
■特別徴収が中止となる場合
　特別徴収開始後に、市外へ転出、税額の変更、年金
の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止と
なり、未納分は納付書での納付となります。
※今年10月以降は、市外への転出、税額の変更が発生し
た場合でも一定の要件のもと、特別徴収が継続されます。
【減免制度】
　解雇による失業のため所得が皆無になるなどで、市・
府民税の納付が難しい人は、所得状況などにより税が
減額されることがあります。納期限（今年度1期分か
らの場合は6月30日㈭）までに申請してください。
※自己都合や雇用期間満了による退職は対象外です。
■個人府民税の均等割額の変更
　自然災害から暮らしを守り、健全な森林を次世代に
つなぐために、大阪府で「森林環境税」が導入されま
す。平成28～31年度の4年間、個人府民税の均等割額
が300円加算され、1,800円になります。詳しくは市報
１月号をご覧ください。
問合先　府民お問合せセンタ－「ピピっとライン」
　　　　（☎06-6910-8001）
■個人の市・府民税課税証明書の発行
　市役所税務課窓口では6月1日㈬より、コンビニでは6
月8日㈬より発行可能となります。
※6月7日㈫の午後6時～深夜は、メンテナンスのためコ
ンビニでの課税証明書の発行ができません。

1.市や税務署へ申告書を提出　2.税額の計算　
3.税額の通知　4.納税（6・8・10・12月）

1.給与支払報告書の提出　2.税額の計算　3.税額の通知　
4.給与支払の際に税額を徴収（毎月）　5.納税（毎月）

税務署からのお知らせ
問合先　泉佐野税務署（☎462-3471）

◆租税教室
【学校へ講師を派遣します】
　泉南地区租税教育推進協議会（事務局 泉佐野税務署内）では、教育関係者や児童・生徒、社会人などを対象に、
租税教育資料や教材の作成・配付・貸与と講師の派遣を行っています。
【職場体験を受け入れます】
●税務署では、職場体験や職場見学の受け入れも行っています。
●日程は、1時限～2日間など柔軟に対応できます。
●パソコンなどを使用して、税務署の仕事を楽しく体験できます。
●幼稚園（保育園）から社会人（PTAや職場グループなど）まで、
幅広く受け入れます。

※泉南地区租税教育推進協議会とは…
　泉佐野税務署管内の小・中・高等学校など
の教育関係者、国・府・県・市区町村の税務
関係者・教育委員会、税理士会および納税協
会などの関係機関が協力して、租税教育の推
進を図るために設けられた組織です。
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